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ヨ 0 叱
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第
三
十
五
条

②’第
三
十
四
条

第
三
十
二
条
の
二
こ
の
法
律
第
十
五
条
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
、
第
二
十

’

第
一
一
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

ｌ
が
六
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
検
察
官
の
職
務
と

責
任
の
特
殊
性
に
基
い
て
、
同
法
の
特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

１

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

る
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
検
察
官
は
、
年
齢

一

一

条
で
き
な
い
。

そ
の
他
の
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
四
年
」
と
す
る
。

附 か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
及
び
第
三
十
五
条

陛
姜
睾
受
少
食
聿
三
交

塵
し
た
日
冗
翌
日
Ｆ
Ｌ
、
険
聿

則
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
。
）
が
年
齢

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
に
お
け

Ⅸ
議
事
又
ｊ
食
事
弓

の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和

第
三
十
五
条

第
三
十
四
条

第
三
十
二
条
の
二
こ
の
法
律
第
十
五
条
、
第
十
八
条
乃
至
第
二
十
条
及
び
第
二
十
二

第
二
十
二
条
検
事
総
長
は
、

は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

（
新
設
）

事
正
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
の
し
た
車
匪
糀
の
副
詞
引
旬
刎
州
Ｈ
叫
伺
劃
矧
ｑ
剃
荊
別
刎

事
正
又
は
地
方
裁
判
所
検
事
若
し
く
は
灰
罫
鯏
酬
馴
図
詞
呵
ｕ
矧
割
田
渕
剴
到
割
句
例
仙

ｌ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
１
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
■

件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
し
、
従
前
の
検
事
長
、
控
訴
院
検
事
、
従
前
の
検

条
乃
至
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十

号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
い
て

、
同
法
の
特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
０
ｌ
０
Ⅱ
‐
■

の
行
為
は
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
検
事
長
、
高
等
検
察
庁
の
検
事
、
検

‐
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
且

の
受
理
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
検
事
総
長
又
は
最
高
検
察
庁
の
検
事
の
し
た
事

附

則

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
ａ
刈
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｂ
Ｕ

こ
の
法
律
施
行
前
、
従
前
の
検
事
総
長
又
は
大
審
院
検
事
に
あ
て
て
さ

‐
■
伊
ｆ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ⅱ
１
１
ｂ
■

こ
の
法
律
施
行
前
、
従
前
の
検
事
総
長
又
は
大
審
院
検
事
の
し
た
事
件

年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、

そ
の
他
の
検
察
官

－2－



第
三
十
七
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

住
か
定
晩
房
』
準
引

干

肖
口
勿
匡

望’
硯
ｘ
１
Ｉ
ノ
Ｆ

羨
志
正
目
砿
‐
手
壗

）
豊
震
の
立
目
患
を
肥
恒

③’ ②’ 第
三
十
七
条
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
検
事
た
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
第
十
八
条
及

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
’
’
’
１
１
１
１
１
‐

在
っ
た
と
き
は
、
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
外
地
弁
護
士
の
在
職
の

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ

弁
護
士
試
補
と
し
て
一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を
終
え
考
試
を
経
た
も
の
は
、

Ｉ

年
数
が
三
年
以
上
に
な
る
も
の
又
は
外
地
弁
護
士
及
び
弁
護
士
の
在
職
の
年
数
が
通

）
、
台
湾
弁
護
士
令
（
昭
和
十
年
律
令
第
七
号
『
制
創
鬮
劇
淵
刎
剥
謂
判
制
剖
矧
利
判

考
試
を
経
た
時
に
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な
す
。

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
’
’
’
１
１
１
４
１
’
１
１
１
１
１
■
Ｏ
Ｉ
ｊ
０
』

じ
て
三
年
以
上
に
な
る
も
の
は
、
そ
の
三
年
に
達
し
た
時
、
朝
鮮
弁
護
士
令
に
よ
る

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

上
の
実
務
修
習
を
終
え
考
試
を
経
た
も
の
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

試
を
経
た
者
又
は
こ
の
法
律
施
行
の
際
詞
況
仁
弗
謁
封
詞
襯
掛
渕
劉
到
引
。
荊
刻
闘
別
凶

ｌｌ０ＩＩＩ

Ｉ
ｌ
ｌ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
・
Ⅱ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
■
Ｉ
！
『
ご

す
る
者
で
弁
護
士
の
在
職
年
数
が
こ
の
法
律
施
行
後
に
お
い
て
三
年
に
達
す
る
者
に

修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な
す
。

件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

長
、
高
等
検
察
庁
の
検
事
、
検
事
正
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事

】

口

而

Ｉ

院
検
事
、
従
前
の
検
事
正
又
は
地
方
裁
判
所
検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所
検
事
に
あ
て

れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
は

こ
れ
労
脚
幽
詞
細
昌
列
刷
劇
謝
馴
鯏
罰
則
馴
側
調

て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
検
事

１
１

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
６
■
■
ｑ

に
あ
て
て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
し
、
従
前
の
検
事
長
、
控
訴

つ
い
て
そ
の
三
年
に
達
し
た
時
も
同
様
と
す
る
。

｜
年
勅
令
第
十
六
号
）
に
よ
る
弁
護
士
（
以
下
外
州
對
刎
謂
判
刃
矧
馴
引
引
Ｊ
１
呵
瑚
は

弁
護
士
た
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
朝
鮮
弁
護
士
令
包
昭
和
判
判
倒
副
叫
剣
荊
四
割

ｊ

こ
の
法
律
施
行
前
弁
護
士
試
補
と
し
て
一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を
終
え
考

叱
規
一
正
の
瞳
田

こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
弁
護
士
た
る
資
格
を
有

I

乢
資
柊
を
得
た
蒲
に
言
、
住
修
琶
生
の

｜
b
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21 第
三
十
八
条
の
二
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島

第
三
十
八
条
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
検
事
若
し
く
は
判
事
の
在
職
又
は
同
法
に
よ
る

2

修
習
課
程
を
終
え
た
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
修
習
課
程
を
終
え
た
後
の
在
職
の
年
数
、

Ｉ

Ｉ

在
職
の
年
数
が
通
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
前
に
、
司
法
修
習
生
の
修
習
と
同
一
の

経
過
し
た
後
の
も
の
（
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得
た
後
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
二
級
の
検
事
の
在
職
と
み
な
す
。

、
少
年
審
判
官
、
領
事
官
、
朝
鮮
総
督
府
検
事
、
朝
鮮
総
督
府
判
事
、
台
湾
総
督
府

｡’弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得
た
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
資
格
を
得
た
後
の
在
職
の
年
数
）

裁
判
官
又
は
弁
護
士
の
職
に
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
在
職
の
年
数
の
う
ち
沖
縄
法
令

洋
庁
検
事
若
し
く
は
南
洋
庁
判
事
の
在
職
は
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の

法
院
検
察
官
、
台
湾
総
督
府
法
院
判
官
、
関
東
法
院
検
察
官
、
関
東
法
院
判
官
、
南

官
、
司
法
書
記
官
、
司
法
研
究
所
指
導
官
、
司
法
研
究
所
事
務
官
、
司
法
省
参
事
官

検
事
た
る
資
格
を
有
す
る
者
の
司
法
省
各
局
長
、
司
法
省
調
査
部
長
、
司
法
省
調
査

用
さ
れ
て
い
た
法
令
（
以
下
「
沖
縄
法
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
、

は
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
二
級
の
検
事
の
在
職

に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
前
に
沖
縄
に
適

ｊ

そ
の
考
試
を
経
た
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な
す

の
年
数
と
み
な
す
。

の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得
た
後
の
在
職
の
年
数
で
通
算
し
て
二
年
を

沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
上
訴
検
察
庁
事
務
局
長
、
琉
球
高
等
検
察
庁
事
務

2I ！ I I ！ ノ 』
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31第
四
十
一
条
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
書
記
長
若
し
く
は
裁
判
所
書
記
の
職
に
在
つ

！

第
四
十
条

第
三
十
九
条
の
二
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
政
府
又
は
市
町
村
の
職
員
で
あ
つ

第
三
十
九
条
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
二
級
官
吏
と
あ
る
の
は
、
奏
任
文
官
を
、

第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
一
級
官
吏
と
あ
る
の
は
、
勅
任
文
官
を
含
む
も
の
と
す

Ｉ
プ
（
》
○

球
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
の
職
に
あ
っ
た
年
数
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

高
等
検
察
庁
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
補
せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所
検
事
の
職
に
在
る
者
は
、

あ
っ
た
者
と
み
な
す
。

た
者
の
当
該
修
習
課
程
を
終
え
た
後
の
年
数
に
限
る
。

あ
っ
た
年
数
と
み
な
す
。

き
は
、
検
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
二
級
に
叙
せ
ら
れ
、
且
つ
、
そ
れ

た
者
は
、
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
の
職
に

局
長
又
は
琉
球
政
府
法
務
局
の
部
長
、
｛
至
長
若
し
ぐ
は
訓
掴
轡
貝
削
掴
隈
勾
引
科
弔
魏

て
は
、
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
裁
判
官
の
職
に
あ
っ
た
年
数
と
み
な
す
。
た
だ
し

は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
職
に

裁
判
所
調
査
官
に
つ
い
て
は
、
司
法
修
習
生
の
修
習
と
同
一
の
修
習
課
程
を
終
え

沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
調
査
官
、
琉
球
上
訴
裁
判
所
事
務
局
長
又
は
琉I別に辞令を発せられないとぞれ政令で定める I I 】
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亀’

ｌ

れ
な
い
と
き
は
、
現
に
受
け
る
号
俸
を
以
て
検
察
事
務
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
奏
任
又
は

口

二
級
の
者
は
、
二
級
に
、
判
任
又
は
三
級
の
者
は
、
三
級
に
叙
せ
ら
れ
た
も
の
と
す

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｌ
■
■
■
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
１

て
検
事
局
に
属
す
る
者
又
は
検
察
補
佐
官
の
職
に
在
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら

－6－



○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）

Ｉ

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
！

！
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Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
！

宋
一
暉
憲
耒
五
ロ
万
死
必
和

崖
渉
君
哩
闇

叱
辻
吟
坤
汗
広
津

雪
ｈ
〆
も

日
Ｊ
一
「
ゴ
こ
湖
竺
吟

０
Ａ
竹
０１

－
ｒ
二
ケ
ヘ
ム
声

号
）
の
堂
喧
田

Ｚ
Ⅲ
』
Ｚ
〃
御
仁
「
Ｚ
ナ

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

の
金
諺
を
蜂

Ｈ
仕
些
垂

－7－

附
則

第
六
条
当
分
の
間
、
検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
そ
の
者
の

年
に
達
し
た
日
の
翌
日
（
次
項
に
お
い
て

「
特
定
日

、

L一一

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
受
け
る
号
に
応
じ
た

’2
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に

五
十
円
未
満
の
端
数

捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の

げ
る
も
の
と
す
る
○

ー

と

す
る
○

端
数

検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の

と
い

俸
給

＞

フ
○

…

年
齢
が
六
十

以
後
、

月
額
に
百
分
の

を
生
じ
た
と
き
は
、
こ

を
生
じ
た
と
き
は
、
こ

規
定

に
よ
り

分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給

六
十
三
年
に
達
し
た
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た

て
得
た
額
（
そ
の
額
に
五
十
円
未
満
の
端
数

検
事
に
任
命

月
額
の
ほ

俸
給

ユ力

月
額
に

れ

第
一
一
一

七
十

れ
を
切

を
百
円
に

一
一
一条をり

切
り
上

さ
れ
た
者
に
は
、
当

そ
の
者
の

年
齢

百
分
の
七
十
を
乗
がじ

を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ

も
の
と
す
る
。
）
と
特
定
日
に
そ
の
者
の
受
け
る

額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

れ

を
百
円
に

俸
給
月
額
と
の
差
額
切
り
上

｝
」Ｉ

目ホ
当
ずIす
るる

改
正
案



○
改
正
後
の
検
察
庁
法
附
則
第
三
十
四
条
に
基
づ
く
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
読
替
え

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
読
替
表

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

－ 1 －

第
二
十
二
条

検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ
の
他
の
検
察
官

は
、
年
齢
が
六
十
四
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

②
（
略
）

読
替
後

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

②
次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年
齢
が
六
十

三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
、
検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

読
替
前


